
19,243,846 16,587,001

現 金 及 び 預 金 4,906 電 子 記 録 債 務 2,374,282

受取手形及び売掛金 4,798,839 買 掛 金 4,286,686

製 品 461,456 短 期 借 入 金 5,912,031

半 製 品 4,787,287 未 払 金 1,574,375

原 材 料 7,092,752 未 払 費 用 1,002,161

仕 掛 品 533,977 未 払 法 人 税 等 203,452

貯 蔵 品 302,796 未 払 消 費 税 等 213,672

未 収 入 金 1,253,940 賞 与 引 当 金 966,513

そ の 他 8,494 そ の 他 53,826

貸 倒 引 当 金 △ 605 34,720

6,885,439 リ ー ス 債 務 34,720

 有形固定資産 6,425,404 負　債　合　計 16,621,722

建 物 648,624

構 築 物 40,520 9,507,563

機 械 装 置 4,195,339 100,000

車 両 運 搬 具 6,990 7,214,000

工 具 器 具 備 品 395,014 資 本 準 備 金 5,000,000

リ ー ス 資 産 40,748 その他資本剰余金 2,214,000

建 設 仮 勘 定 1,098,166 2,193,563

 無形固定資産 38,337 その他利益剰余金 2,193,563

ソ フ ト ウ ェ ア 38,319 繰越利益剰余金 2,193,563

電 話 加 入 権 18

 投資その他の資産 421,697

敷 金 ・ 保 証 金 9,377

繰 延 税 金 資 産 409,626
そ の 他 2,722
貸 倒 引 当 金 △ 28

純　資　産　合　計 9,507,563
26,129,285 26,129,285

科      目 金    額 科      目 金        額

貸  借  対  照  表
(令和８年３月３１日現在）

（単位：千円）

資　産　の　部 負　債　の　部

利 益 剰 余 金

 資  産  合  計 負債及び純資産合計

流 動 資 産 流 動 負 債

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

純　資　産　の　部

固 定 負 債

固 定 資 産
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個別注記表

１．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品／仕掛品………………………………………………・・個別法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

半製品／原材料………………………………………………・・総平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

貯蔵品………………………………………………・・最終仕入原価法による原価法

（２）固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産除く）………………………………………………・・定額法

但し、事務用建物附属設備及び構築物につ

いては定率法を採用しています。
無形固定資産（リース資産除く）………………………………………………・・定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては

社内における見込利用期間（5年間）に基

づく定額法を採用しています。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

……… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リー

スのうち、リース取引開始日が平成20年3月

31日以前のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

（３）引当金の計上基準

貸倒引当金………………………………………………・・売上債権その他これに準ずる債権の貸倒れ

による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金………………………………………………・・従業員に支給する賞与に充てるため、翌期

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　支給見込額の当期負担分を計上しています。

（４）重要な収益及び費用の計上基準

　当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、

その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

　なお、ステップ４については、予想コストに利益相当額を加算するアプローチにより独立販売価格を見積

もり、取引価格を各履行義務に配分しています。

①製品の販売

　生産現場に配置されるフィールド機器等の製品の販売において、契約に複数の製品の販売が含まれる場合

には契約価格を取引価格の基礎とし、各製品を履行義務の単位として認識しています。

　各製品の引渡し時点において顧客が支配を獲得し、履行義務を充足していると判断していますので、当該

引き渡し時点で収益を認識しています。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針98項の要件を満たす

ものについては、出荷時に収益を認識しています。

（５）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　　　①グループ通算制度の適用

　当社は、グループ通算制度を適用しています。

　　　②記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。


